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    「できないこと」ばかりに目を向けるのではなく、 

    「今できること」に目を向けてみよう 

 

 平成19年12月、内閣府は「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」を

策定し、ワーク・ライフ・バランスが実現された社会を目指すこととした。 

 この憲章の内容は、国民一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任

を果たすとともに、家庭や地域生活においても多様な生き方が選択・実現できるようにす

るというものである。そのためには、政府、自治体、企業、労働者がそれぞれ工夫し、

ワーク・ライフ・バランスを推進することが求められている。 

 個人に焦点を当てて考えてみたい。ワーク・ライフ・バランスといっても、誰もが同じ

バランスを目指すということではないし、仕事と生活の割合を半々にしようというものと

も違う。私たちは生きていく過程においてさまざまな役割を担っている。例えば初めは子

どもの立場だったのが、いずれ親になるかもしれない。しかし、親になったから子どもの

役割が無くなるというわけでもない。また労働者であると同時に地域生活者でもあるな

ど、一つの役割だけではない。 

 今、何に比重をかけるかは一人一人違うはずである。置かれている環境によっても、年

代によっても違ってくるだろう。「～でありたい」と目標を持つのは大切だが、すぐに実

現しないかもしれない。「～であるべき」と考え過ぎると自分を縛ってしまうかもしれな

い。仕事に限らず、その時々でやりたくなくてもやらねばならないこともある。「できな

いこと」ばかりに目を向けるのではなく、「今できること」に目を向け、自分で選択をし

ていくことが必要である。その取組みがいずれ自分がやりたいことに費やす時間を生み出

すことにつながるだろう。もちろん環境がサポートをしていくことも必要だが、与えられ

るのを待つだけではなく、自分の人生は自分で作っていくという意識が大切である。 

 一人ひとりがそういう意識を持つ中で、自分以外の人をサポートできることは何かを考

えられると、ワーク・ライフ・バランスが実現された社会に近づくのではないだろうか。  
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